
令和７年度　市町村の新エネルギー等の導入に関する支援制度一覧
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新潟市

住宅用再生可
能エネルギー
等導入促進事

業補助金

○ ○ ○ ○ 1

【補助対象者】
・市民
【補助対象】
・住宅に設置する太陽光発電設備、定置用蓄電池設
備、V2H充放電設備、燃料電池設備
【補助率・限度額】
対象設備に応じて2万円/kW、1万円/kWh（上限あり）ま
たは定額

環境部環境政
策課

TEL（直通）
025-226-1365

https://www.city.n
iigata.lg.jp/kurashi
/kankyo/datutans
o/shien/saiene20

25.html

新潟市

地域脱炭素移
行・再エネ推

進重点対策加
速化事業補助

金

○ ○ ○ ○ ○ 1

【補助対象者】
・市民または市内事業者
【補助対象】
・個人が購入するZEHまたは実施する既存住宅の断熱
改修
・事業者が導入するZEB、太陽光発電設備、高効率照
明機器
【補助率・限度額】
対象設備に応じて1/3～2/3（上限あり）または定額

環境部環境政
策課

TEL（直通）
025-226-1365

https://www.city.n
iigata.lg.jp/kurashi
/kankyo/datutans
o/shien/koufukin2

025.html

新潟市
省力化・省エ
ネ化補助金

○ ○ 1

【補助対象者】
・市内の中小企業者（製造業・新聞業・出版業、道路貨
物運送業・倉庫業・こん包業・港湾運送業）
【補助対象】
・「機械及び装置」並びに「デジタル技術（ソフトウェアな
ど）」の導入経費
【補助率・限度額】
対象経費の10%～30%以内（上限あり）

経済部企業誘
致課

TEL（直通）
025-226-1689

https://www.city.n
iigata.lg.jp/busines
s/kigyo/shienseid
o_setsubi/shouryo

kuka.html

長岡市
雪国長岡での
再エネ導入促

進補助金
〇 〇 〇 〇 1

【補助対象者】
・市民または市内事業者
【補助対象】
・個人が購入するZEH、太陽光発電設備、蓄電池
・事業者が導入する太陽光発電設備
【補助率・限度額】
ZEH：定額55万円（ZEH＋：定額100万円）
太陽光発電設備：個人７万円/kW（上限35万円）、事業
者５万円/kW（上限200万円）
蓄電池：1/3

環境部環境政
策課TEL（直

通）
0258-24-0528

https://www.city.n
agaoka.niigata.jp/k
urashi/cate09/ka

nkyo-
hojyo/snow.html

長岡市

長岡市イノ
ベーション加
速化補助金
（再生可能エ
ネルギー導

入）

○ ○ 1

【補助対象事業】
自社が所有し、使用する施設で、主に電力の自家消費
のため、再生可能エネルギー発電設備を導入する事業
（リース、PPAは除く）
【補助対象者】
長岡市に事業所を有し、製造業に該当する事業者で、
導入した補助対象設備の活用による温室効果ガスの
排出削減効果を、長岡市に帰属させることができる者
【補助率・限度額】
5万円/KW（上限200万円）
【募集期間】
令和7年5月30日（金）まで

商工部産業イ
ノベーション課

TEL（直通）
0258-39-2402

https://www.city.n
agaoka.niigata.jp/s
angyou/cate01/su
bsidy/renewable.h

tml

長岡市
長岡市公衆街
路防犯灯設置

補助金
○ ○ 1

町内会等団体が設置するLEDなど環境配慮型防犯灯
に対し、補助金を交付するもの
・新設（専用柱）…上限56,000円
・新設（既存柱）…上限26,000円
・器具一式取替…上限25,000円
※いずれも１灯当たりの金額
※補助率：3/5

市民協働推進
部市民課

TEL（直通）
0258-39-2206

https://www.city.n
agaoka.niigata.jp/k
urashi/cate15/bo

uhantou.html

団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ

新エネルギー
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担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

長岡市
一般住宅リ

フォーム支援
事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

【補助対象者】
・市内に住所を有し、現に居住している人等
【補助率・限度額】
対象工事費の5分の1以内（上限5万円）
※補助対象工事費が10万円以上の工事が対象
【募集期間（令和7年度）】
令和7年5月12日（月）から11月28日（金）まで

都市整備部都
市政策課

TEL（直通）
0258-39-2265

https://www.city.n
agaoka.niigata.jp/k
urashi/life03/jyut
aku-reform.html

柏崎市
柏崎市電気自
動車等購入補

助金
○ ○ ○ ○ 1

【補助対象者】
①　市民、市内事業者
②　①にリースする事業者
【対象車種】
給電機能を有する電気自動車又はプラグインハイブ
リッド自動車
【補助率】
（一社）次世代自動車振興センターの定める補助金（国
補助金）に対して次の割合
・電気自動車：1/5
・プラグインハイブリッド自動車：1/10
※個人が電気自動車と併せて導入する場合に限り、充
電設備の補助あり
※ほか各種条件はホームページ確認のこと

環境課
環境政策係
TEL（直通）

0257-21-2312

https://www.city.k
ashiwazaki.lg.jp/so
shikiichiran/shimin
seikatsubu/kanky
oka/1/6/4/6543.h

tml

柏崎市

柏崎市低炭素
型創エネ・省
エネ機器導入

補助金

○ ○ 〇 ○ 1

【補助対象者】
・市内に住宅を有する（予定も可）個人
【補助率・限度額】
①燃料電池設備（エネファームなど）：本体機器・付属
設備の購入にかかる経費の1/3、上限15万円
②太陽光発電設備＋EMS＋蓄電池：次のア・イ合計、
上限20万円
　ア　太陽光パネル出力1kWあたり2万円
　イ　蓄電池容量1kWhあたり4万円
③EMS＋蓄電池：蓄電池容量1kWhあたり4万円、上限
15万円
※ほか各種条件はホームページ確認のこと

　

環境課
環境政策係
TEL（直通）

0257-21-2312

https://www.city.k
ashiwazaki.lg.jp/so
shikiichiran/shimin
seikatsubu/kanky
oka/1/6/4/6590.h

tml

柏崎市
柏崎市ECO2
プロジェクト

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

【補助対象者】
・柏崎市ＥＣＯ２プロジェクトに参加登録している市内に
事務所もしくは事業所を有する法人または個人事業主
【制度】
・事業者が行う環境配慮行動に対しポイントを付与
・付与されたポイントは環境配慮設備や製品の購入に
利用可能（ポイントに応じた補助金を交付）

環境課
環境政策係
TEL（直通）

0257-21-2312

https://www.city.k
ashiwazaki.lg.jp/so
shikiichiran/shimin
seikatsubu/kanky
oka/1/6/1/3850.h

tml

柏崎市
道路照明用街
路灯設置補助

金
〇 〇 1

【補助対象者】
・町内会等
【補助率・限度額】
①街路灯の新設、既設街路灯をLED照明に更新及び
設置から５年以上経年劣化したLED照明を灯具一式取
替する費用に対して５０％以内の額を補助。（限度額１
灯当たり１２，０００円）
②２００m以上離れている集落間を結ぶ通学路に街路
灯を設置する場合は、設置に係る費用に対して９０％以
内の額を補助。

市民活動支援
課

生活安全係
電話（直通）

0257-21-2272

https://www.city.k
ashiwazaki.lg.jp/so
shikiichiran/shimin
seikatsubu/shimin
katsudoshienka/3
/3/1/6444.html

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6543.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6543.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6543.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6543.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6543.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6543.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6590.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6590.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6590.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6590.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6590.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/4/6590.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/1/3850.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/1/3850.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/1/3850.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/1/3850.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/1/3850.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/kankyoka/1/6/1/3850.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/shiminkatsudoshienka/3/3/1/6444.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/shiminkatsudoshienka/3/3/1/6444.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/shiminkatsudoshienka/3/3/1/6444.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/shiminkatsudoshienka/3/3/1/6444.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/shiminkatsudoshienka/3/3/1/6444.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/shiminseikatsubu/shiminkatsudoshienka/3/3/1/6444.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者
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担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

柏崎市
柏崎市住まい
快適リフォー

ム事業補助金
○ ○ ○ 1

【補助対象者】
・市内に住所を有する方、又は住所を有することが確定し
ている方
・市税等を滞納していない方
＜世帯区分＞
①通常
②子育て世帯…中学生以下の子どもがいる世帯、又は
妊娠している方がいる世帯
③若者世帯…世帯主及びその配偶者で構成され、かつ、
いずれかが39歳以上の方である世帯
④２世帯住宅（３世代同居）世帯…子育て世帯とその親世
帯で同居している世帯、又は実績報告までに同居予定の
世帯

【施行業者】次のいずれかであること
・市内に本社がある法人事業者
　（支店・営業所のみは不可）
・市内に住所を有する個人事業者

【補助率・補助上限額】
＜通常：補助率2/10、通常以外：補助率2.5/10　＞
①通常 15万円/戸、②子育て世帯 35万円/戸、③若者世
帯 35万円/戸、④２世帯住宅（３世代同居）世帯 40万円/
戸
＜空き家リフォーム：補助率3/10＞
①市内転居 50万円/戸、②市外からの転入 70万円/戸、
③県外からの転入 105万円
加算：子育て世帯は、20万円/戸を上乗せ（いずれも上限
額）
＜必須工事＞
・省エネ化・長寿命化等を伴う工事を１以上行うこと
・その他、必須工事以外の住宅に関する省エネ化工事は
全般的に補助対象（例：必須工事+太陽光発電設備設置）

建築住宅課
住宅対策係
TEL（直通）

0257-21-2291

https://www.city.k
ashiwazaki.lg.jp/ku
rashi_tetsuzuki/ho
jo/sumai_seikatsu

/41668.html

柏崎市

柏崎市自動
車・環境エネ

ルギー産業等
新分野展開支
援補助金【再
生可能エネル
ギー電力調達

支援】

○ 〇 1

【補助対象者】
次の全てに該当する方
・中小企業者で、柏崎市内に本社または主たる事業所
を有する方
・市内事業所で使用する電力の一部または全部で、再
生可能エネルギー電力を導入している方
・1年以上の事業実績を有する方
・同一の事業内容で、国・県・他の市町村その他公共的
団体等による他の補助金等を受けていない方
・市税を滞納していない方

【補助対象】
令和7(2025)年1月分～12月分の電気料金のうち、以下
のもの
・再生可能エネルギー電力導入に伴う加算料金（補助
対象A）
・電力量料金（補助対象B）

【補助率（補助対象A）】
・再生可能エネルギー電力導入に伴う加算料金（補助
対象A）の4分の3
　(注意)千円未満切り捨て。

【補助限度額】
・300万円
　(注意)補助対象Aが補助限度額に満たない場合、補
助対象Aと同額の電力量料金（補助対象B）を加算でき
ます。この場合の補助限度額も300万円以内です。

ものづくり振興
課

振興係
電話（直通）

0257-21-2326

https://www.city.k
ashiwazaki.lg.jp/so
shikiichiran/sangy
oshinkobu/monoz
ukurishinkoka/2/3

/41173.html

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/hojo/sumai_seikatsu/41668.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/hojo/sumai_seikatsu/41668.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/hojo/sumai_seikatsu/41668.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/hojo/sumai_seikatsu/41668.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/hojo/sumai_seikatsu/41668.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/41173.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/41173.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/41173.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/41173.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/41173.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/41173.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術 省
エ
ネ
機
器

そ
の
他

自
治
体

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

個
人
等

手
法

（
※
１

）

担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

柏崎市
製造業脱炭素
推進設備導入

補助金
○ ○ 〇 1

【補助対象者】※全てに該当する方
・製造業を営み、柏崎市内に本社又は主たる事業所を
有する中小企業者の方
・1年以上の事業実績を有する方
・中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
を有する中小企業者の方
・1年以上の事業実績を有する方
・同一の事業内容において国、県、他の市町村その他
公共的団体等による他の補助金等を受けていない方
・市税を滞納していない方

【補助対象（対象経費等）】
先端設備等導入計画の認定を受けた機械及び装置の
導入費用（消費税および地方消費税を除く）※リース契
約も可。

【要件】※いずれかに該当するもの
ア　市内事業所で脱炭素エネルギーを使用している（電
気・ガス等）
イ　導入設備の使用エネルギー転換（化石燃料→電力
等）
ウ　省エネルギー効果（新設・入替）

【補助率】
補助対象経費の10分の1（1,000円未満切捨て）

【補助限度額】
200万円※上記要件のア又はイに該当する場合は補助
額を10％上乗せ

ものづくり振興
課

振興係
電話（直通）

0257-21-2326

https://www.city.k
ashiwazaki.lg.jp/so
shikiichiran/sangy
oshinkobu/monoz
ukurishinkoka/2/3

/44554.html

小千谷市
小千谷市脱炭
素設備導入促

進補助金
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

【補助対象者】
・市内に住所を有する個人（予定者含む）で、自己の住
宅に対象設備を設置する方又は市内事業者（予定者含
む）で、自己の事業所に対象設備を設置する方
・自己所有でない建物に対象設備を設置する場合は、
建物所有者から書面による承諾を得ている方
・年度内に設備設置を完了できる方
・市町村税を滞納していない方

【補助対象設備・限度額】
・太陽光発電設備：対象経費の1/3、上限20万円
・太陽光発電設備・定置型蓄電池（同時に設置する場
合）：対象経費の1/3、上限30万円
・木質バイオマス熱利用設備（ペレットストーブ、薪ス
トーブなど）：対象経費の1/3、上限10万円
・地中熱利用設備：対象経費の1/3、上限40万円
・雪氷熱利用設備：対象経費の1/3、上限40万円
・家庭用燃料電池：対象経費の1/3、上限20万円

環境共生課
脱炭素推進係

TEL（直通）
0258-83-3566

https://www.city.o
jiya.niigata.jp/sosh
iki/kankyo/saiene

hojokin.html

https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/44554.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/44554.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/44554.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/44554.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/44554.html
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/monozukurishinkoka/2/3/44554.html
https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kankyo/saienehojokin.html
https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kankyo/saienehojokin.html
https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kankyo/saienehojokin.html
https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kankyo/saienehojokin.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術 省
エ
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機
器

そ
の
他

自
治
体
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Ｏ
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担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

加茂市

加茂市省エネ
家電等入替促
進事業費補助

金

〇 〇 1

【条件】
・加茂市に住民登録をしていること
・令和7年4月1日以降に対象となる省エネ家電等（新
品）を入替えを目的として購入し、自身が居住する市内
の住宅に設置し、入替え前の家電を適正に廃棄（エア
コン、冷蔵庫は家電リサイクル券排出者控を提出）して
いること。
・市税の滞納がないこと
・加茂市暴力団排除条例第2条第2号に該当しないこと
・同一世帯の方が、同一の省エネ家電等に対し、この
補助金の交付を受けていないこと
・家庭からの温室効果ガス排出削減に協力できること
【限度額】
補助対象経費の1/2又は以下の上限額
①エアコン：市内店舗3万円、市外店舗1万5千円
②電気冷蔵庫：市内店舗3万円、市外店舗1万5千円
③高効率給湯器：市内店舗5万円、市外店舗2万5千円

環境課
公害交通係
TEL（直通）

0256-52-0080
（内線251）

https://www.city.k
amo.niigata.jp/doc

s/306813.html

十日町市

十日町市再生
可能エネル

ギー活用促進
費補助金

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1

【補助対象要件】
(1)市内に住所を有する者(転入予定者を含む)、または
市内に事業所を有する事業者で、いずれの場合も市税
の未納がないこと
(2)市内に所在する住宅または事業所に設置すること。
ただし、借家等の場合は所有者による承諾が必要
(3)未使用の補助対象機器等を設置し、年度内に設置
完了ができること
(4)過去に、同一の補助対象機器の補助を受けていな
いこと
　なお、定置用蓄電池については、上記要件に加え、新
設又は既設の太陽光発電設備と接続すること、かつ、
固定価格買取制度における買取契約の締結をしていな
いこと又は買取期間を満了し、変更認定申請を行って
いること
【限度額・利率】
〇太陽光発電　　補助額：1kWあたり10万円、限度額：
100万円※最大出力10ｋW以下の場合、最大出力×10
万円で上限60万円、最大出力10ｋW超の場合、60万
+(最大出力-10ｋｗ）×1万円
〇定置用蓄電池　補助率：補助対象経費の1/3、限度
額：20万円
〇木質バイオマスストーブ等　補助率：補助対象経費
の1/3、限度額：15万円
〇地中熱利用　補助率：補助対象経費の1/3、限度額：
80万円（地中熱交換井に熱交換器を挿入し不凍液等を
循環させヒートポンプ等で熱交換を行い冷暖房、給湯、
融雪に利用する設備で、かつ地下水の採取がないも
の。または採取後地中に還元するもの）

環境衛生課エ
ネルギー政策

係
TEL（直通）

025-752-3924

https://www.city.t
okamachi.lg.jp/sos
hiki/kankyoenergy
bu/kankyoeiseika/
3/gyomu/9684.ht

ml

https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/306813.html
https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/306813.html
https://www.city.kamo.niigata.jp/docs/306813.html
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/kankyoeiseika/3/gyomu/9684.html
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/kankyoeiseika/3/gyomu/9684.html
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/kankyoeiseika/3/gyomu/9684.html
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/kankyoeiseika/3/gyomu/9684.html
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/kankyoeiseika/3/gyomu/9684.html
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/kankyoeiseika/3/gyomu/9684.html
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/kankyoenergybu/kankyoeiseika/3/gyomu/9684.html
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支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

見附市
新エネルギー
導入促進事業

○ ○ ○ ○ 1

①市内に住所を有する者若しくは市内に住所を有する
目的で住宅を求めようとする者で、自ら居住する住宅
（新築、既存）で使用するために当該システムを新たに
設置する者（太陽光発電システム設置についてのみ市
内に所在する事業所を有する個人事業主若しくは法人
を含む）
②設置する建築物の敷地および建物等に建築基準法
等の違反がないこと。
③年度末までに工事を完了し補助金交付請求ができる
こと。
④設置後2年間、当該システムの運転等に係る稼働状
況を報告すること。（V2Hは対象外）
⑤未使用であること。
⑥市税を滞納していないこと。

・太陽光発電
　1ｋW当たり7万円、上限28万円
・電気自動車等充給電設備（V２H）
　費用の1/3　　上限10万円
・家庭用燃料電池（エネファーム）
　費用の1/3  　上限20万円
・ペレットストーブ
　費用の1/3    上限5万円
・定置型蓄電池
　費用の1/3　　上限10万円

都市環境課
環境企画係

TEL
0258-62-1700

（内線172）

https://www.city.
mitsuke.niigata.jp/
soshiki/20/34991.

html

村上市

村上市住宅用
太陽光発電シ
ステム設置費

補助金

〇 〇 1

【条件・限度額】
①太陽光発電システム設置補助金
住宅用太陽光発電システムを設置する市内に居住する
者に対して、市内事業者に発電システムを発注する場
合または市内事業者から発電システムを設置した新築
住宅を購入する場合は、１kw当たり7万円（上限額28万
円）、市外事業者に発電システムを発注する場合また
は市外事業者から発電システムを設置した新築住宅を
購入する場合は、１kw当たり5.5万円（上限額22万円）を
補助
②定置用蓄電池設置補助金
太陽光発電から発電した電気を蓄電するもので、FIT非
契約またはFIT契約期間が満了した者が定置用蓄電池
を購入および設置した場合、3分の1（上限20万円）を補
助
※①②ともに市税の滞納がない者であること

環境課
環境政策室
TEL（直通）

0254-75-8933

https://www.city.
murakami.lg.jp/site

/eco/solar-
r07.html

https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/34991.html
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/34991.html
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/34991.html
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/20/34991.html
https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/solar-r07.html
https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/solar-r07.html
https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/solar-r07.html
https://www.city.murakami.lg.jp/site/eco/solar-r07.html
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支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

燕市
燕市脱炭素住
宅推進事業補

助金
〇 〇

【条件】
市内に自らが常時居住するために、住宅を建築または
取得する個人で、次のいずれにも該当する方。
対象住宅：太陽光発電システムを設置する新潟県版雪
国型 ZEH 住宅をいう
１．市内で対象住宅の建築または取得をするもの
２．登録申請書を提出した日の属する年度内に対象住
宅について県補助金の交付確定を受けるもの
３．市税を滞納していないもの
４．本市の実施する脱炭素施策に関する調査等に協力
する意思を有するもの
５．燕市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団
員並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと

【補助率、限度額】
・新潟県雪国型ZEH等導入促進補助金の交付確定額
に100分の30を乗じて得られた額（千円未満切り捨て、
上限300千円）

生活環境課
環境政策係
TEL（直通）

0256-77-8167

https://www.city.t
subame.niigata.jp/
soshiki/shimin_sei
katsu/3/3/250/1

7982.html

生活環境課
環境政策係
TEL（直通）

0256-77-8167

https://www.city.t
subame.niigata.jp/
soshiki/shimin_sei
katsu/3/3/250/1

8132.html

燕市
地域脱炭素移
行・再エネ推

進事業
〇 〇 〇

【条件】
〇太陽光発電システム
　　　　→固定価格買取制度（FIT）の認定またはFIP
（Feed in Premium)
　　　　　 制度の認定を取得しないこと
　　　　→導入する発電設備で発電し消費する電力量
（自家消費量）を
            50％以上とすること又は消費する電力量（自
家消費量）を30％
            以上とし、業務用については、当該需要家が
消費する電力量を
            含めて50％以上を当該再エネ発電設備と同一
県内の需要家が
            消費すること。
〇高効率空調機器
　　　　→従来の空調機器等に対して30％以上の省
CO2効果が得られる
            もの
〇高効率照明機器
        →調光制御機能を有するLEDに限る
　　　　　※調光制御機能を有するLEDとは、「スケ
ジュール制御」、「明る
　　　　　　 さセンサによる一定照度制御」、「在/不在調
光制御」のいず
　　　　　　 れかの機能を有するLEDのことを指します。
【補助金額】
〇太陽光発電システム
　　　　→１KW当たり5万円
〇蓄電池システム
　　　　→対象経費の1/3
　　　　（上限）
　　　　・家庭用(20kwh未満):14.1万円／ kwh
　　　　・業務用(20kwh以上):16.0万円／ kwh
〇高効率空調機器
　　　　→対象経費の1/2（上限/100万円）
〇高効率照明機器
　　　　→対象経費の1/2（上限/100万円）

https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/shimin_seikatsu/3/3/250/18132.html
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/shimin_seikatsu/3/3/250/18132.html
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/shimin_seikatsu/3/3/250/18132.html
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/shimin_seikatsu/3/3/250/18132.html
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/shimin_seikatsu/3/3/250/18132.html
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/shimin_seikatsu/3/3/250/18132.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術 省
エ
ネ
機
器

そ
の
他
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治
体

企
業

Ｎ
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等
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等
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（
※
１
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担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

糸魚川市

糸魚川市住宅
用新エネル

ギーシステム
設置事業補助

金

○ ○ ○ 〇 ○ 1

【対象者】
市内に住所を有する方または今後市内に住宅を有する
予定の方
市税の未納がない方
【補助条件】
専用住宅または店舗等併用住宅に設置する（されてい
る建売住宅を購入）こと。市内の事業所に発注するこ
と。
【補助額】
太陽光発電 ：４万円/kW（限度額20万円）
太陽熱温水：取付費用等の1/4（限度額10万円）
定置型蓄電池 ：１万円/kWｈ（限度額10万円）

環境生活課
環境係

TEL(代表)
025-552-1511

https://www.city.i
toigawa.lg.jp/page

/1377.html

妙高市

妙高市ゼロ
カーボンチャ
レンジ事業所

登録制度

○ ○ ○ ○

＜制度概要＞
【STEP1】ゼロカーボンチャレンジ事業所への登録
・省エネ診断等を実施し、その結果に基づいた目標を
設定し、その達成に向けた取組を推進する事業所を妙
高市ゼロカーボンチャレンジ事業所（以下、ゼロチャレ
事業所）として登録。
・登録事業所は毎年度、「重点チャレンジ」と「みんなで
チャレンジ」の取組を実施し、実績を市へ報告
【STEP2】ゼロチャレ事業所への補助
目標の達成に向けて取り組む事業「重点チャレンジ」
で、設備導入等（登録後に行う省エネ設備や再エネ設
備の導入など）を実施する場合、必要な経費の一部を
補助
※内容により有益な補助メニューを選択
＜補助率＞
1/2以内ほか

環境生活課
SDGs推進グ

ループ
TEL（直通）

0255-74-0033

https://www.city.
myoko.niigata.jp/d
ocs/45936.html

五泉市

五泉市住宅用
省エネ設備等
設置事業費補

助金

○ ○ ○ ○ 1

【対象者】
・市内に居住または居住予定で、設置する住宅が自己
所有または所有者の設置許可を受けていること
・市内の業者に設置工事を発注すること（市内の建売
住宅供給業者からシステム付きの住宅を購入する場合
も対象となります）
・市税を滞納していないこと
・令和8年3月31日までに事業を完了すること
【補助額】
・太陽光発電システム
 システムの出力１kW当たり５万円で、上限２０万円
・エネファーム
 設置に要する費用の２０％で、上限２０万円（消費税相
当額を除く）
・定置用蓄電池
 設置に要する費用の２０％で、上限２０万円（消費税相
当額を除く）

環境保全課
環境政策係
TEL(代表)

0250-43-3911

https://www.city.g
osen.lg.jp/organiza
tion/7/14/1473.ht

ml

https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1377.html
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1377.html
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1377.html
https://www.city.gosen.lg.jp/organization/7/14/1473.html
https://www.city.gosen.lg.jp/organization/7/14/1473.html
https://www.city.gosen.lg.jp/organization/7/14/1473.html
https://www.city.gosen.lg.jp/organization/7/14/1473.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ
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担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

阿賀野市
阿賀野市防犯
灯設置補助金

〇 〇 1

【対象】
自治会
【補助率】
・補助率　費用の2/3
【限度額】
・新設
①電柱などにLED防犯灯を新規に設置（１基につき最
大24,000円）
②柱を立ててLED防犯灯を設置（柱1本につきLED防犯
灯1基設置で最大61,000円）
・交換
③電柱などについている防犯灯をLED防犯灯へ交換（1
基につき最大24,000円）
④老朽化した柱を交換してLED防犯灯を設置（柱1本に
つきLED防犯灯1基設置で最大61,000円）
⑤LED防犯灯が設置してある柱だけを交換（柱1本につ
最大37,000円）
・修繕
⑥故障などで壊れたLED防犯灯を修繕（1基につき最大
24,000円）

建設課
庶務係

TEL:0250-61-
2480

http://www.city.ag
ano.niigata.jp/sosh
iki/kensetsuka/shi
nseishodownload/

1/1/989.html

阿賀野市

令和7年度阿
賀野市住宅リ
フォーム支援

事業

〇 〇 〇 1

工事費20万円/戸以上の工事が対象
補助率20％
限度額15万円/戸
※多世代世帯の加算あり

建設課
都市計画建築

係
TEL:0250-61-

2037

http://www.city.ag
ano.niigata.jp/sosh
iki/kensetsuka/iju
okangaenokatahe/

2/11333.html

http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/shinseishodownload/1/1/989.html
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/shinseishodownload/1/1/989.html
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/shinseishodownload/1/1/989.html
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/shinseishodownload/1/1/989.html
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/shinseishodownload/1/1/989.html
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/ijuokangaenokatahe/2/11333.html
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/ijuokangaenokatahe/2/11333.html
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/ijuokangaenokatahe/2/11333.html
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/ijuokangaenokatahe/2/11333.html
http://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kensetsuka/ijuokangaenokatahe/2/11333.html
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支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ
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支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

【補助対象要件】
⑴市内の住宅等に補助対象設備を設置しようとする者で、市
内に住所を有し、現に居住している若しくは居住しようとする
個人であること、市内に事業所を有し、市内の事業所等に補
助対象設備を設置しようとする個人事業主若しくは法人であ
ること、又は、新潟県自然エネルギーの島構想における先導
的プロジェクトとして、市内の個人・個人事業主・法人に対し、
太陽光発電及び蓄電池設備、電気自動車等用V2H充電設備
を第三者所有モデルにより提供する東北電力ソーラーｅ
チャージ株式会社とし、本補助金全額がサービス料金の低
減等により利用者に還元されるものであること。
⑵納期限が到来している市税を滞納していないこと。
⑶佐渡市暴力団排除条例（平成24年佐渡市条例第33号）第
２条第１号又は第２号に該当しない者であること。
⑷佐渡市クリーンエネルギー導入促進補助金交付要綱別表
第２の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停
止期間を経過していない者でないこと。

【補助対象経費】
※補助対象設備は全て新品（未使用品）が対象
①太陽光発電設備
　太陽光発電設備に係る購入費用（消費税は除く。）
※設備単体での導入は対象外とし、対象設備②、③、④又は
国「CEV補助金」の対象となる電気自動車のいずれかを同場
所に導入する場合に限り対象
②蓄電池設備
　蓄電池設備に係る購入費用（消費税は除く。）
※太陽光発電設備を既に導入している、もしくは併せて導入
する場合を対象
③電気自動車等用V2H充電設備
　V2H充電設備（本体機器分）に係る購入費用（消費税は除
く。）又は充電インフラ補助金（本体機器分）における交付上
限額のいずれか金額の少ない方。
④充電インフラ設備
　充電インフラ設備（本体機器分）に係る購入費用（消費税は
除く。）又は充電インフラ補助金（本体機器分）における交付
上限額のいずれか金額の少ない方。
※個人宅への設置は対象外とし、観光施設や宿泊施設、商
業施設、飲食店等、不特定多数に一般開放できる場所を対
象
⑤高効率エネルギー設備
　高効率エネルギー設備（本体機器及び配管材分）に係る購
入費用（消費税は除く。）
⑥薪ストーブ
　薪ストーブ（本体機器及び配管材分）に係る購入費用（消費
税は除く。）

【補助金額】
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てる。
①太陽光発電設備
　太陽電池容量１kWあたりに４万円を乗じた額（上限30万円）
※②又は③と国「CEV補助金」の対象となる電気自動車を併
せて導入する場合、もしくは④と併せて導入する場合は太陽
電池容量1㎾あたり6万円を乗じた額（上限40万円）
②蓄電池設備
　蓄電池容量１kWhあたりに３万円を乗じた額（上限30万円）
③電気自動車等用V2H充電設備
　補助対象経費の２分の１以内（上限37.5万円）
④充電インフラ設備
　補助対象経費の２分の１以内（普通充電器：上限17.5万円、
急速充電器：上限30万円）
⑤薪ストーブ
　補助対象経費の２分の１以内（上限10万円）

〇 1

総合政策課
再エネ推進室
エネルギー推

進係
TEL（直通)

0259-63-3802

https://www.city.s
ado.niigata.jp/sosh
iki/2005/68707.ht

ml

佐渡市

佐渡市クリー
ンエネルギー
導入促進補助

金

〇 〇 〇 〇



そ

の

他
太

陽

光

風

力

バ

イ

オ

マ

ス

中

小

水

力

地

熱

ソ
ー

ラ
ー

シ

ス

テ

ム

（
※

２

)

太

陽

熱

温

水

器

（
※

３

)

バ

イ

オ

マ

ス

熱

利

用

温

度

差

熱

利

用

（
※

４

)

雪

氷

熱

利

用

バ

イ

オ

マ

ス

燃

料

製

造

廃

棄

物

発

電

ヒ
ー

ト

ポ

ン

プ

天

然

ガ

ス

コ

ジ

ェ
ネ

燃

料

電

池

ク

リ
ー

ン

エ

ネ

ル

ギ
ー

自

動

車

団体名 制度名称
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支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

佐渡市
佐渡市電気自
動車導入促進

補助金
〇 〇 〇 〇 1

【補助対象要件】
(1)市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有す
る個人事業主若しくは法人であり、自動車検査証に記
載されている電気自動車を所有する者であること。
⑵購入する電気自動車の自動車検査証の使用の本拠
の位置が市内であること。
⑶国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の
対象となる電気自動車を購入する者であること。
⑷納期が到来している市税を滞納していないこと。
⑸佐渡市暴力団排除条例（平成24年佐渡市条例第33
号）第２条第１号又は第２号に該当しない者であること。
(6)佐渡市電気自動車導入促進補助金交付要綱別表の
左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停
止期間を経過していない者でないこと。

【補助対象経費】
電気自動車の購入費

【補助金額】
国「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の定め
る交付上限額の２分の１以内（上限40万円）
1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

総合政策課
再エネ推進室
エネルギー推

進係
TEL（直通)

0259-63-3802

https://www.city.s
ado.niigata.jp/sosh
iki/2005/68708.ht

ml

佐渡市
佐渡市省エネ
家電等購入促
進事業補助金

〇 〇 1

【補助対象要件】
(1)　本市に住民登録があり、省エネ家電製品（未使用
品に限る。）を市内家電販売店から購入し、自らが居住
する市内の住宅（住民登録地と同一であるものに限り、
店舗付住宅を含む。）に設置しようとする個人であるこ
と。
(2)　本人又は同一世帯に居住する者が、過去にこの補
助金の交付を受けていないこと。
(3)　佐渡市暴力団排除条例（平成24年佐渡市条例第
33号）第２条第１号又は第２号に該当する者でないこ
と。
(4)　佐渡市省エネ家電製品等購入促進事業補助金要
綱別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄
の交付停止期間を経過していない者でないこと。

【補助対象経費】
エアコン・冷蔵庫・LED照明器具・電動生ごみ処理機の
購入費用

【補助金額】
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てる。
購入費用（設置費は除く。）の２分の１以内（上限３万円
／下限２万円（LED照明器具、電動生ごみ処理機は下
限１万円））

総合政策課
再エネ推進室
エネルギー推

進係
TEL（直通)

0259-63-3802

https://www.city.s
ado.niigata.jp/sosh
iki/2005/68037.ht

ml
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術 省
エ
ネ
機
器

そ
の
他

自
治
体

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

個
人
等

手
法

（
※
１

）

担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

佐渡市

佐渡市高効率
エネルギー設
備導入促進補

助金

〇 〇 〇 〇 1

【補助対象要件】
(1)　本市に住民登録があり、自らが居住する市内の住
宅（住民登録地と同一であるものに限り、店舗付住宅を
含む。）に設置しようとする個人であること。
(2)　本人又は同一世帯に居住する者が、過去にクリー
ンエネルギー導入促進補助金で高効率エネルギー設
備の交付を受けていないこと。
(3)　佐渡市暴力団排除条例（平成24年佐渡市条例第
33号）第２条第１号又は第２号に該当する者でないこ
と。
(4)　佐渡市高効率エネルギー設備導入促進補助金要
綱別表第1の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右
欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

【補助対象経費】
潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）、ヒートポンプ給
湯器（エコキュート）、ハイブリッド給湯器（ECO ONE）、
高効率石油給湯器（エコフィール）、家庭用燃料電池
（エネファーム）、太陽熱温水器の購入費用

【補助金額】
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てる。
購入費用（設置費は除く。）の２分の１以内（上限15万
円）

総合政策課
再エネ推進室
エネルギー推

進係
TEL（直通)

0259-63-3802

https://www.city.s
ado.niigata.jp/sosh
iki/2005/68032.ht

ml

魚沼市

魚沼市再生可
能エネルギー
普及促進事業

補助金

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1

【条件】
・魚沼市に居住している、もしくは居住する見込みのあ
る者、または事業所を有する者。
・機器等を設置後、当該住居または事業所にて使用す
るもの。
・設置後、1年間使用実績や効果等の調査に協力する
こと。
・市税を滞納していないこと。
・令和7年度内に工事が完了すること。
・過去に同様の機器でこの補助金の交付を受けていな
いこと。
・補助対象機器ごとに一棟の建物に対し1台までをこの
補助金の交付対象。
・未使用の補助対象機器を設置すること。

【限度額】
補助対象経費の1/3又は以下の上限額
①太陽光発電：20万円(設置経費の1/3または、公称最
大出力(kw)×6万円の低い方)
②定置型蓄電池(太陽光発電設備に接続するもの)：20
万円
③バイオマス熱利用機器(薪ストーブ、ペレットストーブ
等)：30万円
④温度差エネルギー利用(地下水熱、地中熱等)：30万
円
⑤太陽熱利用：30万円
⑥天然ガスコージェネレーション：30万円
⑦燃料電池：30万円
⑧小水力発電(出力10kw未満)：60万円
⑨雪氷熱利用(雪室、雪冷房等)：100円

生活環境課
環境対策係
TEL（直通）

025-792-9766

https://www.city.u
onuma.lg.jp/page/

1020370.html

https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1020370.html
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1020370.html
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1020370.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術 省
エ
ネ
機
器

そ
の
他

自
治
体

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

個
人
等

手
法

（
※
１

）

担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

魚沼市
魚沼市省エネ
家電等入替促
進事業補助金

〇 〇 1

【条件】
・魚沼市に住民登録をしていること
・令和7年4月1日以降に対象となる省エネ家電等（新
品）を入替えを目的として購入し、自身が居住する市内
の住宅に設置し、入替え前の家電を適正に廃棄（エア
コン、冷蔵庫は家電リサイクル券排出者控を提出）して
いること。
・市税の滞納がないこと
・魚沼市暴力団排除条例第2条第2号に該当しないこと
・同一世帯の方が、同一の省エネ家電等に対し、市の
他の補助金の交付を受けていないこと
・家庭からの温室効果ガス排出削減に協力できること

【限度額】
補助対象経費の1/3又は以下の上限額
①エアコン：市内本店3万円、その他１万5千円
②電気冷蔵庫：市内本店3万円、その他１万5千円
③高効率給湯器：5万円

生活環境課
環境対策係
TEL（直通）

025-792-9766

https://www.city.u
onuma.lg.jp/page/

1020479.html

https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1020479.html
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1020479.html
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1020479.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術 省
エ
ネ
機
器

そ
の
他

自
治
体

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

個
人
等

手
法

（
※
１

）

担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

南魚沼市

南魚沼市木質
バイオマスス
トーブ等設置

補助金

〇 〇 〇 〇 1

【条件】
○１補助対象者に年１台
○設置場所は市内
○市税の滞納が無い人
○個人の場合は、市内に住所を有すること。
○事業所及び町内会その他市長が適当と認める団体
が設置する場合は、所在地及び活動拠点が市内にあ
ること。
【補助金の額】
〇1/4以内、上限8万

市民生活部環
境交通課環境

交通班
TEL025-773-

6666

https://www.city.
minamiuonuma.niig
ata.jp/docs/1247.

html

南魚沼市
南魚沼市太陽
光発電設備設
置費補助金

〇 〇 〇 〇 1

【補助対象者】
〇個人の方
・南魚沼市に住民登録をしている方又は今後市内に住
民登録する方
・新築及び既存住宅に太陽光発電設備又は太陽光発
電設備および定置型蓄電池の両方を設置
される方
・申請者及び世帯員に市税の滞納がない方
〇市内で事業を営まれている方
・市内で事業を営んでいることを証明できる事業者
・新築及び既存事業所に太陽光発電設備又は太陽光
発電設備および定置型蓄電池の両方を設置される事
業者
・市税などの滞納がない事業者
〇宅地建物取引を業とする事業者
・市内で事業を営んでいることを証明できる事業者
・販売を目的として保有している市内の新築及び既存
住宅に太陽光発電設備又は太陽光発電設備および定
置型蓄電池の両方を設置される宅地建物取引を業とす
る事業者
・市税などの滞納がない事業者
【補助対象経費】
〇太陽光パネルなどの設置に必要な発電設備一式の
製品代及び設置工事費
〇置型蓄電池の設置に必要な設備一式の製品代及び
設置工事費
【補助金額】
〇太陽光発電設備：1kwあたり７万円または補助対象
経費の1/3のいずれか低い方（上限額66.5万円）
〇定置型蓄電池 ：補助対象経費の1/3（上限額20万
円）

市民生活部環
境交通課環境

交通班
TEL025-773-

6666

https://www.city.
minamiuonuma.niig
ata.jp/docs/67443

.html

南魚沼市
南魚沼市省エ
ネ家電普及促

進補助金
〇 〇 1

【補助対象者】
〇市に住民登録をしている方
〇申請日時点で居住している住宅において、既設の家
電を省エネ家電へ買換えた方
〇申請者及び同一世帯の方に市税の滞納がない方
【補助対象機器】
〇既設の家電に対しCO2排出量の削減効果が30％以
上の家電
〇住宅に設置するエアコン又は冷蔵庫
【補助対象経費】
〇省エネ家電を購入した際の製品代（１世帯１台のみ）
【補助金額】
〇製品代金の1/5または下記の上限額のうちいずれか
低い金額
エアコン
・5万円（市内に本社が有る市内店舗）
・3万円（市内に本社が無い市内店舗）
冷蔵庫
・3万円（市内に本社が有る市内店舗）
・1.5万円（市内に本社が無い市内店舗）

市民生活部環
境交通課環境

交通班
TEL025-773-

6666

https://www.city.
minamiuonuma.niig
ata.jp/docs/67280

.html

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1247.html
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1247.html
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1247.html
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1247.html
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/67280.html
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/67280.html
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/67280.html
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/67280.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術 省
エ
ネ
機
器

そ
の
他

自
治
体

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

個
人
等

手
法

（
※
１

）

担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

南魚沼市
南魚沼市省エ
ネ住宅普及促

進補助金
○ ○ 1

【補助対象者】
〇個人の方
・南魚沼市に住民登録をしている方又は今後市内に住民登
録する方
・自身が居住する住宅を市内に新築または建替えする方
・申請者及び世帯員に市税の滞納がない方
〇宅地建物取引を業とする事業者
・販売を目的として市内に住宅を新築する事業者
・市税などの滞納がない事業者
【補助対象住宅】
次の条件すべてに該当する住宅
・市内で新築、建替え又は販売を目的として新築する住宅で
あること（申請日以降に建て方に着手する住宅）
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）のいずれかの要件に
該当すること
・国が定める地域区分4における断熱等性能等級6以上（UA
値0.34W/㎡k以下）であること
・気密性能C値（相当隙間面積）が1.0c㎡/㎡以下であること
【補助対象経費】
○設備費
・事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに
購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費
○工事費
・事業を行うために直接必要な経費とし、材料費、労務費、直
接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事
費、機械器具費とする
【補助金額】
立地適正化計画における居住誘導区域内の場合は以下の
金額に20万円加算
○断熱等性能等級6(UA値0.34W/㎡k以下）
133万円円（定額）
○断熱等性能等級等級7(UA値0.23W/㎡k以下）
211万円円（定額）

南魚沼市

南魚沼市電気
自動車等充電
設備設置補助

金

〇 〇 〇 〇 1

【補助対象者】
〇個人の方
・南魚沼市に住民登録をしている方又は今後市内に住
民登録する方
・申請者及び世帯員に市税の滞納がない方
〇市内で事業を営まれている方
・市内で事業を営んでいることを証明できる事業者
・市税などの滞納がない事業者
〇宅地建物取引を業とする事業者（建売住宅に設置）
・市内で事業を営んでいることを証明できる事業者
・市税などの滞納がない事業者
【補助対象経費】
〇普通充電設備、急速充電設備の設置に必要な設備
代及び設置工事代
【補助金額】
〇対象経費の1/2（上限額4万円）

阿賀町
阿賀町ペレッ
トストーブ購
入補助金

○ ○ ○ ○ 1

【補助対象】
・町内の住居又は店舗等に木質ペレットストーブを設置
する者
・町内で製造された木質ペレットを使用するものに限る
【補助率】
・購入、設置費用の1/2（限度額２０万円）

農林課林政係
TEL（直通）

0254-92-5764
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担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

出雲崎町
出雲崎町電気
自動車等購入

費補助金
○ ○ 1

【補助対象者】
・個人で自動車を購入し、自ら使用する町民
・町税の滞納がないこと　等
【対象車種】
・（一社）次世代自動車振興センターの定める補助金の
対象になっている電気自動車又はプラグインハイブリッ
ド自動車
【補助額】
・電気自動車：10万円
・プラグインハイブリッド自動車：5万円

町民課町民係
TEL（直通）

0258-78-2294

https://www.town.
izumozaki.niigata.j
p/kurashi/seikats
u/EVkounyuhojyo.

html

https://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/seikatsu/EVkounyuhojyo.html
https://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/seikatsu/EVkounyuhojyo.html
https://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/seikatsu/EVkounyuhojyo.html
https://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/seikatsu/EVkounyuhojyo.html
https://www.town.izumozaki.niigata.jp/kurashi/seikatsu/EVkounyuhojyo.html
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団体名 制度名称

支援対象となるエネルギー 支援対象者

ホームページ

新エネルギー
革新的エネルギー

高度利用技術 省
エ
ネ
機
器

そ
の
他

自
治
体

企
業

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等

個
人
等

手
法

（
※
１

）

担当部署

支援制度の概要

条件・限度額・利率 償還方法

発電 熱利用

湯沢町

湯沢町再生可
能エネルギ普
及促進事業補

助金

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 1

【対象者】
(1)町民または町内事業者
(2)自己の住居用または自己の事業活動用の建物又は
敷地に設置するもの（賃貸目的は不可）
(3)町税の滞納がないこと
(4)年度内に設置を完了できる者
(5)未使用の補助対象機器等を設置する者
(6)建物の使用者と所有者が異なる場合は、所有者から
書面による承諾を得ている者
(7)今回の機器等の設置にあたり、湯沢町の他の補助
金や助成金を受けていないこと
(8)申請しようとする機器等が、過去において同一区分
(機器等)の補助金の交付を受けたものでないこと

【補助率及び補助金額】
・設置経費の3分の1（消費税除く）
・上限額20万円（千円未満切り捨て） (区分ごとに1台を
限度。複数台申請の場合は、異なる区分ごとに算定し
た補助金額の合計で30万円が上限。)
・地中熱も対象

企画産業観光
部

環境農林課
環境施設係
TEL(直通)

025-788-0291

https://www.town.
yuzawa.lg.jp/kuras
hinojoho/machinit
suiteshiritai/12/1

/1722.html

湯沢町
防犯灯設置費

補助金
〇 〇 1

【補助対象経費及び補助金の額】
防犯灯、LED型防犯灯の設置及び防犯灯取付柱の設
置に要する経費の1/2以内。ただしLED型防犯灯への
取替にかかる経費の補助金は3/4以内。対象は町内
会。

総務部
防災管財課
防災管財係
TEL（直通）

025-784-4851

https://www.town.
yuzawa.lg.jp/kuras
hinojoho/machinit
suiteshiritai/12/8

/3053.html

関川村
木質バイオマ
スストーブ等

設置補助事業
○ ○ ○ ○ 1

【事業要件】
・ストーブ等本体と必要な付帯資材の購入、設置費用を
補助する。
（中古品は対象外）
【補助対象】
・村内の一般住宅、事業所
【補助率】
・購入、設置費用の1/3（限度額２０万円）

農林課農村整
備班

TEL（直通）
0254-64-1447

http://www.vill.se
kikawa.niigata.jp/lif
e/3289/15/4394/

index.html

関川村
防犯灯支給事

業
○ ○ 4

【対象】
自治会
【内容】
電柱などについている防犯灯で蛍光灯からLED灯へ交
換する際の灯具支給と届け出手数料を支援

総務課総務班
TEL（直通）

0254-64-1476

※１　1：補助金、2：融資、3：税制、4：その他
※２　ソーラーシステムとは太陽熱を利用して冷暖房や給湯を行うシステムのことで集熱器と蓄熱槽が分離しているもの
※３　太陽熱温水器とはソーラーシステムと違い集熱器と蓄熱槽が一体となっているもの

※４　地中熱を含む。地中熱が対象となる場合は、「支援制度の概要」欄にその旨を記載。

https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/1/1722.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/1/1722.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/1/1722.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/1/1722.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/1/1722.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/8/3053.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/8/3053.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/8/3053.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/8/3053.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/12/8/3053.html
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/yushi/kashituske/seidoyushi/anshinmirai.html
http://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/yushi/kashituske/seidoyushi/anshinmirai.html
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/shimin/community/jichichonaikai/hojyoseido/bohanseti.html

